
令和 ７ 年度 第９回松伏町農業委員会会議録 

 

会 議 日 時 令和７年１１月２５日（火） 午後２時３０分 

会 議 場 所 松伏町役場本庁舎２階 ２０１会議室 

開 会 時 刻 午後２時１５分 

閉 会 時 刻 午後２時５５分 

議     長 藤江 健広 

 

 

委員出欠状況 

 

議席 氏     名 出欠席 議席 氏     名 出欠席 

１ 岡 野 正 幸 ○ ２ 横 川 朝 治 ○ 

３ 石 塚   要 ○ ４ 飯 島   明 ○ 

５ 須 賀 喜佐子 ○ ６ 横 川 和代子 ○ 

７ 滑 川   浩 ○ ８ 松 﨑 一 男 ○ 

９ 永 野 浩 司 ○ １０ 山 﨑 良 夫 ○ 

１１ 小 島 康 平 ○ １２ 竹 内    ○ 

１３ 八 木 大 輔 ○ １４ 藤 江 健 広 ○ 

 舛 田   晃（最適化推進委員） ○  小 島 雄 一（最適化推進委員） ○ 

 柴 田 光 善（最適化推進委員） ○  山 﨑 富 康（最適化推進委員） ○ 

 砂 川   進（最適化推進委員） ○  三反﨑 善 隆（最適化推進委員） ○ 

 内 藤 玉 江（最適化推進委員） ○    

 

 

事 務 局 
事務局長 大貫  事務局長補佐 八子 

主査 吉田  主任 蓮沼      

 

 

議事日程 

 

日程第 １       会議録署名委員の指名について 

日程第 ２       諸報告について 

日程第 ３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の許可を求める件について 

日程第 ４ 報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出書の受理について 

日程第 ５ 報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出書の受理について 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会 議 の 件 名 議 事 録 

１． 開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第２ 

大貫事務局長が開会を告げる。午後２時１５分 

 

【あいさつ】 

◎大貫事務局長 

それでは、令和７年度第９回農業委員会定例総会を始めさせていただき

ます。第３回農業収穫祭実行委員会お疲れさまでした。 

 それでは、開会にあたりまして、藤江会長よりご挨拶お願いいたします。 

 

◎会長 

 皆さんこんにちは。 

 第３回実行委員会お疲れさまでした。 

 先日、はちぼくさん主催の音農祭に参加してきました。飾りつけや舞台

など、かなり手が込んでおり、農家らしさのあるものでした。 

音農祭では、松伏高校の生徒の方が合唱を披露していました。一生懸命

歌う姿をなかなか見る機会もなかったので、とても感動しました。 

また、はちぼくさんに勤められている従業員の方とお話しする機会があ

り、農作業に携わる前と後の比較の話を聞きことができ、大変いい機会に

なりました。 

今後もイベントを開催するとのことなので、ぜひ参加していただければ

と思います。 

それでは、本日も慎重審議をよろしくお願いいたします。 

 

◎大貫事務局長 

 ありがとうございました。それでは会長は総会の議長となることとなっ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

【開会の宣言】 

◎議長 

ただいまから、令和７年度第９回定例総会を開会いたします。 

本日の出席委員は、農業委員１４名、最適化推進委員７名であります。 

過半数に達しておりますので、本農業委員会は成立いたしました。 

これより、日程に従い議事に入ります。 

 

【会議録署名委員の指名について】 

◎議長 

まず、会議録署名委員の指名を行います。松伏町農業委員会総会会議規

則第１３条の規定により議長から指名いたします。 

 

５番 須賀 喜佐子 委員 

６番 横川 和代子 委員 

以上、２名の委員を指名いたします。ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、指名のとおり決定いたします。 

 

【諸報告について】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎議長 

次に、諸報告を行います。 

まず始めに、総務又は農地委員長からの報告はありませんか。 

 

（なし） 

 

◎議長 

続いて、農協・土地改良区・認定農業者協議会からの報告はありません

か。 

 

（なし） 

 

◎議長 

続いて、その他の委員又は事務局からの報告はありませんか。 

 

◎事務局 

 ・議案書の訂正について 

 ・お見舞金について 

 

◎議長 

以上で報告を終わります。 

 

【議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の許可を求める件に

ついて】 

◎議長 

続いて、日程３議案第１号農地法第３条の規定による許可申請書の許可

を求める件について上程いたします。 

時間短縮のため、朗読は省略いたします。 

それでは№1について事務局から説明をお願います。 

 

◎事務局 

案内図は 1ページです。 

譲受人は○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○で

す。 

譲渡人は○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○で

す。 

申請地の地目は田および畑で、田が６筆、面積が○○○○㎡、畑１筆面

積が○○○○㎡の農地です。合計○○○○㎡ 

譲渡理由は、譲渡人は、労力不足によるもので、譲受人は、新規就農で

す。 

また、使用貸借による権利の設定です。 

それでは、議案１－１資料をご覧ください。 

営農計画書の事業計画についてです。取得目的は主に販売一部、自家消 

費となっております。 

年間の作業計画についてです。栽培作物は、水稲、トマト等で水稲につ

いては１月から３月まで土壌管理等。４月から５月で耕起、播種、苗づく

り、定植。６月７月で田圃管理、肥培等、８月に収穫。９月から１２月に

かけては土壌管理等となっております。 

トマト等については１月２月で土壌管理等、３月に耕起、播種等、４月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に仮植え等、５月は肥培管理等、６月から１０月にかけて収穫等、１１月

１２月が他作付け、土壌管理等となっております。 

作業時間月につきましては、１月から３月までが各月○○○時間、４月

から１１月までが各月○○○時間、１２月が○○○時間です。年間で２５

０日を予定しています。世帯合計で○○○日の予定です。１５０日以上の

ため、農作業に常時従事すると認められます。 

譲受人世帯の現在の経営農地面積はありません。 

農機具の所有状況は、耕運機１台、田植機１台、コンバイン１台を譲渡

人の○○○さんから借りる予定です。 

譲受人の農作業暦はありません。通作距離は拠点となる居宅より電車で

８０分です。 

今回の申請地の面積を合わせた権利取得後における経営面積は○○○○

㎡になります。 

周辺地域との関係については、譲受人の○○さんの農法を継承するとの

事で、周辺農地への農業上の利用に支障は及ぼさないものと考えられます。 

よって、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。 

補足ですが、なぜ、都内住みの方が農地を借りて農業に従事したいのか 

事情を聞いております。 

譲受人の○○○さんの○さんが譲渡人の○○○さんの○で、交流があっ 

たそうです。 

このところで○○○さんが○○のため、農業ができない状況になってし 

まったそうです。 

現場への復帰は難しいとのことで、○○○さんが将来的に農業を引き継 

ぐという話になったそうです。 

通作距離ですが、来年の１月には現在の会社を退職し就農予備校に通い 

ながら、農業に専従したいとの事でありました。 

時期は未定とのことでありますが、農地から近い所へ引っ越しも予定し

ているそうです。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま 

す。 

 

◎小島（康）委員 

１１月１８日、火曜日に書類審査と現地調査を行いました。書類に不備

はなく、事務局の説明のとおりです。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

◎竹内委員 

 聞き逃してしまったのですが、○○○さんと○○○さんの年齢を教えて

ください。 

 

◎事務局 

 ○○○さんが○○歳、○○○さんが○○歳です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎柴田委員 

 就農予備校に通いながら、田、畑の耕作時間は取れるのか。 

 ○○さんは、○○のため耕作ができないとなっていますが、直接○○さ

んから指導を受けるのですか。 

 全くの素人であれば、かなりの時間数を指導につかなければならないと

思うが。 

 

◎横川（朝）委員 

 続けてなんですが、○○さんは○○さんの作業を手伝ったことがあるん

ですか。○○であれば今までに手伝ったことがあるのではないのか。 

 

◎事務局 

 まず、就農予備校の時間ですが、座学○○分○回、実技、技術習得で○

○○○㎡の畑を１年間耕作することとなっております。 

 近くに、引っ越すとのことなので、最初の２ヶ月は厳しい状況で、その

あとは時間的に問題ないかと思います。 

 過去に○○さんから５年間の農業指導を受けています。 

 

◎議長 

 私から言うのもなんなんですが、○○地区は作るのが難しいところなの

で、そういったところは大丈夫なんでしょうか。 

 

◎事務局 

 技術的なところまでは確認できておりません。 

 

◎須賀委員 

 私は、途中から農業になり手探りの中でやってきました。急に受けても

難しいんじゃないかと思う。 

  

◎竹内委員 

 ひとつの意見ですが、最初はなんでも大変なので、失敗しながらやって

いくと思う。何かあれば農業委員会で相談助言してあげてもいいんではな

いでしょうか。 

 

◎柴田委員 

 議長から話があったが、○○地区の○○側、○○側、○○側はすべて土

の質が違う、それと合わせて、○○さん以外の方に１または２年は現役の

農業者に指導を仰ぐことを条件としたらどうか。農業委員会としては、農

地が荒れてしまうことが心配。 

 

◎議長 

 それでは○○さん以外の方にも指導ををしてもらうことを条件としてよ

ろしいでしょうか。 

 

 （なし） 

 

 条件付きで採決を採ります。 

条件付きで許可に賛成の方の挙手をお願いします。 

 



午後２時５５分、八木会長職務代理の閉会の辞を以って終了する。 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（挙手全員） 

挙手全員です。 

よって、本案は条件付きで許可されました。 

 

【報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出書の受理

について】 

◎議長 

続いて、日程４報告第１号について事務局報告願います。 

 

◎事務局 

○○地区において、転用届出書の提出がありましたのでご報告させてい

ただきます。 

 

【報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出書の受理

について】 

◎議長 

続いて、日程５報告第２号について事務局報告願います。 

 

◎事務局 

○○地区において、転用届出書の提出がありましたのでご報告させてい

ただきます。 

 

◎議長 

以上をもって、本定例総会に付議された議案はすべて終了いたしました。 

その他として、委員または事務局から何かありますか。 

 

◎事務局 

・来月の農業収穫祭表彰式について 

・次回の総会の日時について 

・総務協議会について 

 

◎議長 

その他何かありますか。ないようですのでそれでは閉会いたします。 

閉会の挨拶を、八木会長職務代理よりお願いします。 

 

◎八木会長職務代理 

農業収穫祭実行委員会からの農業委員会総会、長時間にわたりお疲れさ

までした。 

今、インフルエンザが流行しています。農業収穫祭もありますので、夜

遊びは控えていただき、当日は元気に参加できるようお願いいたします。 

お疲れさまでした。 

 

 

 


